
 
選択科目（一般教育科目、関連科目）において、クラスの受講希望者数が所定の人数以上となった場

合、受講人数の調整を実施する場合がありますので、以下の点に注意してください。なお、別途担当

教員から指示がある場合はそれに従ってください。 

 

【前期・通年科目】 

（１）調整を実施する場合、調整対象となるのは初回授業出席者です。欠席者は対象となりません。 

（２）欠席する場合は、事前に欠席届を担当教員もしくは教学部教務担当へ提出することにより調整

対象となります。 

（３）調整により受講許可となった者の一覧を掲示板にて発表しますので、受講許可とならなかった

者はただちに教学部教務担当に申し出て、履修登録を修正し、必要であれば別科目クラスを履修

登録してください。 

（４）受講許可とならなかった者の登録が残っている場合は、登録期間終了後に教学部教務担当で取

り消します。 

（５）履修登録期間中は、掲示板で発表されている調整実施クラスをこまめに確認するようにしてく

ださい。 

（６）受講許可とならなかったことが登録期間終了後に判明した者は、登録期間終了後 1 週間以内に

教学部教務担当で履修登録修正（別科目クラスの追加含む）の手続きを行うことができます。 

 

【後期科目】 

（１）前期履修登録期間中に後期科目で調整を実施したクラスは、登録期間終了後に受講許可者を掲

示板で発表しますので、受講許可とならなかった者は上記（６）と同様、登録期間終了後 1 週間

以内に教学部教務担当で履修登録修正（別科目クラスの追加含む）の手続きを行ってください。 

（２）後期科目で定員に満たない科目は、後期履修取消・追加登録期間の前に追加募集を実施します。

Campusmate-Ｊのメールに履修希望調査の申込みフォームが届くので、案内に従い申込みしてくだ

さい。申込み後、受講許可となった場合の履修登録は、教学部教務担当で行います。 

 

 ※教学部教務担当で履修登録（追加・変更・取消）した科目について、その内容が反映されている

かをポータルサイトで必ず確認してください。 

  もし、反映されていない場合は、早急に教学部教務担当まで確認に来るようにしてください。 

12 選択科目における受講者人数調整について 

 

 

Ⅱ 体育学部で取得できる各種資格 
 

 体育学部では必要な科目を履修し、単位を修得することで各種資格（又は受験資格）を取得するこ

とができますが、一部の資格は学科･コース･ゼミを指定しているものもありますので注意してくださ

い。 
 また、資格取得あるいは取得後の登録料等、費用が別にかかりますので事前に確認をしてください。 
 
（取得できる資格） 

１ 教育職員免許状 

２ （公財）日本スポーツ協会 公認スポーツ指導者資格 

公認テニス指導員 

公認水泳指導員 

公認アシスタントマネジャー 

公認スポーツプログラマー 

公認水泳コーチ 

公認アスレティックトレーナー 

ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ 

３ 衛生管理者免許 

４ 健康運動指導士 

５ （公財）日本レクリエーション協会 レクリエーション指導者資格 

   レクリエーション・インストラクター 

   レクリエーション・コーディネーター 

６ （公社）日本キャンプ協会 キャンプインストラクター資格 

   キャンプインストラクター 

   キャンプディレクター2 級 

７ （公財）日本障がい者スポーツ協会 障がい者スポーツ指導員資格 

初級障がい者スポーツ指導員 

中級障がい者スポーツ指導員 

８ （特活）日本トレーニング指導者協会 

    ＪＡＴＩトレーニング指導者資格（基礎資格） 

９ ＪＰＳＵスポーツトレーナー 

10 小学校教諭免許状  

 

 
※ ２０１５度以前の入学生は、２０１８度発行の「平成３０年度履修要項・学生ガイドブック」

を参照してください。 
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 体育学部では、必要な科目を履修し単位を修得することで教育職員免許状（以下「教員免許状」と

いう）が取得できます。 

取得できる教員免許状の種類は次の表のとおりです。教員免許状の取得のためには、卒業に必要な

単位を修得するほか「教育職員免許法・同施行規則（以下「免許法」という」に定められている科目

を履修し単位を修得するとともに、４年次には中学校もしくは高等学校での教育実習が必要です。教

員免許状の取得を希望する場合は、１年次から履修計画を立てるようにしてください。 

 

体育学部が課程認定を受けている教員免許状 

学科 教員免許状の種類（免許教科） 

スポーツ教育学科 
中学校教諭一種免許状（保健体育） 

高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

健康・スポーツマネジメント学科 
中学校教諭一種免許状（保健体育） 

高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

※中学校教諭一種免許状（以下「中一種免」）、高等学校教諭一種免許状（以下「高一種免」）という。 

 

【２０１６～２０１８年度入学生】 

 

１．教員免許状取得に必要な科目と必要単位数 

教員免許状取得に必要な科目及び必要単位数は、教員免許状の種類ごとに免許法に定める科目

区分で次のように定められています。この科目区分ごとの必要単位数と基礎資格として学士の学

位を取得することで教員免許状の取得が可能となります。 

なおこの他に、中学校の教員免許状を取得する場合は「介護等体験」が必要です。 

 ［2016～2018 年度入学生] 

免許法施行規則に定める科目区分 
必要単位数 

中一種免（保健体育） 高一種免（保健体育） 

①教育職員免許法施行規則 

第６６条の６に定める科目 
 ８単位  ８単位 

②教科に関する科目 ２０単位 ２０単位 

③教職に関する科目 ３１単位 ２３単位 

④教科又は教職に関する科目  ８単位 １６単位 

合 計 ６７単位 ６７単位 

  ※免許法で定められた単位数であり、本学の体育学部が設定した単位数とは異なります。 

 

２．体育学部における開講科目 

体育学部では、免許法の定めに沿って科目を開講しています。教員免許状の取得に必要な科目

数は、体育大学にふさわしい質の高い教員養成を行うため免許法に定められた科目数以上に開講

しています。次の表（①～④）の備考欄の必修・選択は教員免許状の取得のためのもので、卒業

のための必修とは異なります。 

１ 教育職員免許状 

 

 

①教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

教育職員免許法施行規則 

第６６条の６に定める科目 

体育学部開講科目 

(中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 
単位数 配当

年次 
備考 

必修 選択 

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２  １ 必修 

体育 ２ 

陸上競技Ⅰ ２  １ 必修 

器械運動Ⅰ ２  １ 必修 

水泳Ⅰ ２  １ 必修 

ダンスⅠ  ２ ２ 女子必修 

柔道ⅠＡ  ２ ２ 男子１科目 

必修 剣道ⅠＡ  ２ ２ 

外国語コミュニケー

ション 
２ 

英語ⅠＡ １  １ 必修 

英語ⅠＢ １  １ 必修 

情報機器の操作に関

する科目 
２ 

情報処理実習Ⅰ １  １ 必修 

情報処理実習Ⅱ 1  １ 必修 

合計 ８  １２ ２   

ア 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目は合計８単位が必要ですが、体育学部で

の履修は合計１４単位となります。 

イ 教員免許状申請時においては、『体育』の科目が合計８単位の履修となりますので、この単位

数を教育職員免許法施行規則第６６条の６の定める科目に２単位、教科に関する科目に６単

位を振り分けます。 

ウ 『体育』の科目は、②の教科に関する科目に掲載『体育実技』の各科目と一部同一かつ体育

学部での卒業必修科目になっていますので必ず履修してください。 

 

②教科に関する科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科開講科目 

（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 単位数 
配当 

年次 

履修 

方法 

体育実技 

陸上競技Ⅰ ２ １ 必修 

器械運動Ⅰ ２ １ 必修 

水泳Ⅰ ２ １ 必修 

ダンスⅠ    （女子のみ） ２ ２ 1 科目 

選択 

必修 

柔道ⅠＡ    （男子のみ） ２ ２ 

剣道ⅠＡ    （男子のみ） ２ ２ 

バスケットボールⅠ １ ２ 必修 

バレーボールⅠ １ ２ 必修 

サッカーⅠ １ ２ 必修 

テニスⅠ １ ２ 必修 

「体育原理、体育心理学、体育

経営管理学、体育社会学、体育

史」及び運動学（運動方法学を

含む。） 

体育原論 ２ ３ 必修 

スポーツ心理学 ２ ２ 必修 

スポーツ社会学 ２ １ 必修 

スポーツ史 ２ ２ 必修 
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①教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

教育職員免許法施行規則 

第６６条の６に定める科目 

体育学部開講科目 

(中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 
単位数 配当

年次 
備考 

必修 選択 

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２  １ 必修 

体育 ２ 

陸上競技Ⅰ ２  １ 必修 

器械運動Ⅰ ２  １ 必修 

水泳Ⅰ ２  １ 必修 

ダンスⅠ  ２ ２ 女子必修 

柔道ⅠＡ  ２ ２ 男子１科目 

必修 剣道ⅠＡ  ２ ２ 

外国語コミュニケー

ション 
２ 

英語ⅠＡ １  １ 必修 

英語ⅠＢ １  １ 必修 

情報機器の操作に関

する科目 
２ 

情報処理実習Ⅰ １  １ 必修 

情報処理実習Ⅱ 1  １ 必修 

合計 ８  １２ ２   

ア 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目は合計８単位が必要ですが、体育学部で

の履修は合計１４単位となります。 

イ 教員免許状申請時においては、『体育』の科目が合計８単位の履修となりますので、この単位

数を教育職員免許法施行規則第６６条の６の定める科目に２単位、教科に関する科目に６単

位を振り分けます。 

ウ 『体育』の科目は、②の教科に関する科目に掲載『体育実技』の各科目と一部同一かつ体育

学部での卒業必修科目になっていますので必ず履修してください。 

 

②教科に関する科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科開講科目 

（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 単位数 
配当 

年次 

履修 

方法 

体育実技 

陸上競技Ⅰ ２ １ 必修 

器械運動Ⅰ ２ １ 必修 

水泳Ⅰ ２ １ 必修 

ダンスⅠ    （女子のみ） ２ ２ 1 科目 

選択 

必修 

柔道ⅠＡ    （男子のみ） ２ ２ 

剣道ⅠＡ    （男子のみ） ２ ２ 

バスケットボールⅠ １ ２ 必修 

バレーボールⅠ １ ２ 必修 

サッカーⅠ １ ２ 必修 

テニスⅠ １ ２ 必修 

「体育原理、体育心理学、体育

経営管理学、体育社会学、体育

史」及び運動学（運動方法学を

含む。） 

体育原論 ２ ３ 必修 

スポーツ心理学 ２ ２ 必修 

スポーツ社会学 ２ １ 必修 

スポーツ史 ２ ２ 必修 
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運動学 ２ ２ 必修 

スポーツ測定評価 ２ １ 必修 

体力トレーニング論・同実習 ３ １ 必修 

生理学（運動生理学を含む。） 

スポーツ生理学Ⅰ ２ １ 必修 

バイオメカニクス ２ ２ 必修 

機能解剖学 ２ １ 必修 

衛生学及び公衆衛生学 衛生学（公衆衛生学含む） ２ ３ 必修 

学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全及び救急処置を含

む。） 

学校保健（小児保健、精神保健、学

校安全含む） 
２ ３ 必修 

救急処置Ⅰ ２ ３ 必修 

スポーツ医学 ２ ２ 必修 

必要単位数 

中一種免（２０単位） 

高一種免（２０単位） 

中一種免 （必修３９単位、選択必修２単位） 

高一種免 （必修３９単位、選択必修２単位） 

免許法に定める必要単位数を超えて修得した単位数は、①の教育職員免許法施行規則第６６条の

６に定める科目、④の教科又は教職に関する科目に充当されます。 

 

③教職に関する科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める科目区分等 
スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科 

開講科目（中一種免・高一種免 共通） 

科目 
各科目に含めることが 

必要な事項 

単位数 
授業科目 単位数 

配当
年次 

履修 
方法 中 高 

教職の意

義に関す

る科目 

教職の意義及び教員の役割 

２ ２ 教師論 ２ １ 必修 
教員の職務内容（研修、服

務及身分保障等を含む。） 

進路選択に資する各種の機

会の提供等 

教育の基

礎理念に

関する科

目 

教育の理念並びに教育に

関する歴史及び思想 

６ ６ 

教育原理 ２ １ 必修 

幼児、児童及び生徒の心身

の発達及び学習の過程（障

害のあり幼児、児童及び生

徒の心身の発達及び学習

の過程を含む。） 

教育心理学 ２ １ 必修 

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項 
教育行政 ２ ３ 必修 

教育課程

及び指導

法に関す

る科目 

教育課程の意義及び編成

の方法 

12 ６ 

※１    

各教科の指導法 

保健体育科教育法Ａ  ２ ２ 必修 

保健体育科教育法Ｂ ２ ２ 必修 

保健体育科学習指導論 ※２ ２ ３ 中免のみ 

体育実技指導法 ※３ ２ (４) 中免のみ 

道徳の指導法 道徳教育の理論と実践  ２ ２ 中免のみ 

特別活動の指導法 特別活動指導論 ２ ３ 必修 

教育の方法及び技術（情報

機器及び教材の活用を含

む。） 

教育方法論 ２ ３ 必修 

 

 

生徒指

導、教育

相談及び

進路指導

に関する

科目 

生徒指導の理論及び方法 

４ ４ 

生徒指導論 ２ ３ 必修 
進路指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

教育カウンセリングⅠ ２ ３ 必修 

教育実習 ５ ３ 教育実習Ⅰ ※４ ５ ４ 必修 

教職実践演習 ２ ２ 教職実践演習（中・高） ２ ４ 必修 

必要単位数  中一種免（３１単位） 

       高一種免（２３単位） 

中一種免 （必修３３単位） 

高一種免 （必修２７単位） 

ア ※１ 授業科目として開講していませんが、授業科目の「保健体育科教育法Ａ」及び「保健体

育科教育法Ｂ」に教育課程の意義及び編成の方法の内容を含めて開講しています。 

イ ※２「保健体育科学習指導論」は「教育実習Ⅰ」を履修するための前提科目に含まれていま

すので、高一種免のみ取得を希望する場合でも履修が必要です。 

ウ ※３「体育実技指導法」は授業科目として開講していませんが、関連科目の４年次配当の次

の実技科目を履修することで読み替えられます。ただし、所属学科によって履修可能な実技

科目が異なります。また、「ダンス」以外の実技科目は３年次までに各実技科目の前提科目「○

○Ⅰ：〇〇は実技名」を履修済でないと「〇〇Ⅱ」の実技科目は履修できません。 
 

〇スポーツ教育学科 

ダンス、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ、ハンドボールⅡ、ラグビーⅡ、 

レクリエーションⅡ 

〇健康・スポーツマネジメント学科 

ダンス、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ 

エ 「保健体育科学習指導論」「体育実技指導法」「道徳教育の理論と実践」は中一種免のみ必修

ですが、高一種免の④の教科又は教職に関する科目の単位として充当できます。 

オ ※４「教育実習Ⅰ」を履修するためには、前提科目の履修が必要です。詳細は、Ｐ40「８履

修上の注意（前提科目）」を参照してください。 

カ 教育実習は中一種免と高一種免の両方を取得希望する場合でも、いずれか一校種の実習とな

ります。ただし、いずれの校種も３週間の実習が必要となります。また、教育実習には別途

費用が必要です。 

キ 「教職実践演習（中・高）」を履修するためには、１年次から「学習点検シート」を提出して

いることが必要です。また、この科目の履修は教育実習参加見込み者だけです。 

ク 必要単位数を超えて修得した単位数は、④の教科又は教職に関する科目の単位に充当するこ

とができます。ただし、高一種免のみ取得を希望する場合、「教育実習Ⅰ」を履修すると③の

教職に関する科目の必要単位数が２単位超過しますが、この２単位は④の教科又は教職に関

する科目の単位には充当されません。 

－ 50 － － 51 －



 

 

生徒指

導、教育

相談及び

進路指導

に関する

科目 

生徒指導の理論及び方法 

４ ４ 

生徒指導論 ２ ３ 必修 
進路指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

教育カウンセリングⅠ ２ ３ 必修 

教育実習 ５ ３ 教育実習Ⅰ ※４ ５ ４ 必修 

教職実践演習 ２ ２ 教職実践演習（中・高） ２ ４ 必修 

必要単位数  中一種免（３１単位） 

       高一種免（２３単位） 

中一種免 （必修３３単位） 

高一種免 （必修２７単位） 

ア ※１ 授業科目として開講していませんが、授業科目の「保健体育科教育法Ａ」及び「保健体

育科教育法Ｂ」に教育課程の意義及び編成の方法の内容を含めて開講しています。 

イ ※２「保健体育科学習指導論」は「教育実習Ⅰ」を履修するための前提科目に含まれていま

すので、高一種免のみ取得を希望する場合でも履修が必要です。 

ウ ※３「体育実技指導法」は授業科目として開講していませんが、関連科目の４年次配当の次

の実技科目を履修することで読み替えられます。ただし、所属学科によって履修可能な実技

科目が異なります。また、「ダンス」以外の実技科目は３年次までに各実技科目の前提科目「○

○Ⅰ：〇〇は実技名」を履修済でないと「〇〇Ⅱ」の実技科目は履修できません。 
 

〇スポーツ教育学科 

ダンス、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ、ハンドボールⅡ、ラグビーⅡ、 

レクリエーションⅡ 

〇健康・スポーツマネジメント学科 

ダンス、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ 

エ 「保健体育科学習指導論」「体育実技指導法」「道徳教育の理論と実践」は中一種免のみ必修

ですが、高一種免の④の教科又は教職に関する科目の単位として充当できます。 

オ ※４「教育実習Ⅰ」を履修するためには、前提科目の履修が必要です。Ｐ40「８履修上の注

意」で確認してください。 

カ 教育実習は中一種免と高一種免の両方を取得希望する場合でも、いずれか一校種の実習とな

ります。ただし、いずれの校種も３週間の実習が必要となります。また、教育実習には別途

費用が必要です。 

キ 「教職実践演習（中・高）」を履修するためには、１年次から「学習点検シート」を提出して

いることが必要です。また、この科目の履修は教育実習参加見込み者だけです。 

ク 必要単位数を超えて修得した単位数は、④の教科又は教職に関する科目の単位に充当するこ

とができます。ただし、高一種免のみ取得を希望する場合、「教育実習Ⅰ」を履修すると③の

教職に関する科目の必要単位数が２単位超過しますが、この２単位は④の教科又は教職に関

する科目の単位には充当されません。 
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④教科又は教職に関する科目 ［2016～2018 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科開講科目 

（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 
単位数 配当 

年次 
備考 

必修 選択 

教科又は教職に関する 

科目 

人権教育  ２ ４ 中・高免共通 

教育史  ２ ３ 中・高免共通 

道徳教育の理論と実践  ２ ２ 中免教職必修 

保健体育科学習指導論  ２ ３ 中免教職必修 

体育実技指導法  ２ （４） 中免教職必修 

必要単位数 

中一種免（８単位） 

高一種免（１６単位） 

実際に開講しているのは「人権教育」と「教育史」の２科目４単

位です。不足する単位数は、②教科に関する科目、③教職に関す

る科目で修得した免許法の必要単位数を超えて修得した単位を充

てることができます。 

 

３．教育実習 ［2016～2018 年度入学生］ 

 （１）教育実習の時期及び期間 

教育実習は、４年次に行います。教育実習期間は、中学校・高等学校とも３週間です。ただ

し、実習校により期間が延長される場合があります。 

 （２）教育実習履修要件 

「教育実習Ⅰ」を履修するには、次の要件を全て満たす必要があります。 

＊３年次終了時までに、 

① 専門基礎科目（４２単位）の必修講義科目２７単位のうち２０単位以上、必修実技科目及

び選択必修実技科目１４単位のうち１０単位以上を修得していること。 

② 教職に関する専門科目及び関連科目の選択講義科目から「道徳教育の理論と実践」を除

く２２単位のうち「保健体育科教育法Ａ」「保健体育科教育法Ｂ」「保健体育科学習指導

論」を含めた１８単位以上を修得していること。 

    ※「保健体育科学習指導論」は「教育実習Ⅰ」前提科目に含まれています。高一種免の

み取得を希望する場合も履修は必要となりますので注意してください。 

 ＊１年次から 

③毎年「学習点検シート」を提出していること。 

 

４．介護等体験 ［2016～2018 年度入学生］ 

中学校の教員免許状を取得するためには、免許法で定められた科目の修得以外に教育職員免許

法の特例等に関する法律により、特別支援学校２日間、社会福祉施設５日間 計７日間の介護等体

験が必要です。 

体育学部では、３年次前期に「介護技術講義」を履修したうえで３年次後期に介護等体験を行

います。 

特別支援学校は教育委員会が、社会福祉施設は社会福祉協議会が管轄しており、体験場所・体

験時期については各機関から大学に配当されるので、個人が体験場所や時期を指定することはで

きません。また、介護等体験には、別途費用がかかります。

 

 

【２０１９年度入学生】 

免許法の改正に伴い、２０１９年度入学生からは新しい免許法に定められた科目の履修となります。 

 

１．教員免許状取得に必要な科目と必要単位数 

教員免許状取得に必要な科目及び必要単位数は、教員免許状の種類ごとに免許法に定める科目

区分で次のように定められています。この科目区分ごとの必要単位数と基礎資格として学士の学

位を取得することで教員免許状の取得が可能となります。 

なおこの他に、中学校の教員免許状を取得する場合は「介護等体験」が必要です。 

［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める科目区分 
必要単位数 

中一種免（保健体育） 高一種免（保健体育） 

①教育職員免許法施行規則第６６条の

６に定める科目 
 ８単位  ８単位 

②教科及び教科の指導法に関する科目 ２８単位 ２４単位 

③教育の基礎的理解に関する科目等 ２７単位 ２３単位 

④大学が独自に設定する科目  ４単位 １２単位 

合計 ６７単位 ６７単位 

※免許法で定められた単位数であり、本学の体育学部が設定した単位数とは異なります。 

 

２．体育学部における開講科目 

体育学部では、免許法の定めに沿って科目を開講しています。教員免許状に必要な科目数は、

体育大学にふさわしい質の高い教員養成を行うため、免許法に定められた科目数以上に開講して

います。次の表（①～④）は教員免許状の取得のための必修・選択であり、卒業のための必修と

は異なりますので注意してください。 

 

①教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 ［2019 年度入学生］ 

教育職員免許法施行規則 

第６６条の６に定める科目 

体育学部開講科目（体育学部共通、中高共通） 

授業科目 
単位数 配当

年次 
備考 

必修 選択 

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２  １ 必修 

体育 ２ 

陸上競技Ⅰ ２  １ 必修 

器械運動Ⅰ ２  １ 必修 

水泳Ⅰ ２  １ 必修 

ダンスⅠＡ １  ２ 必修 

柔道ⅠＡ  １ ２ １種目 

必修 剣道ⅠＡ  １ ２ 

外国語コミュニケーション ２ 
英語ⅠＡ １  １ 必修 

英語ⅠＢ １  １ 必修 

情報機器の操作に関する科目 ２ 
情報処理実習Ⅰ １  １ 必修 

情報処理実習Ⅱ １  １ 必修 

合計 ８  １３ １  

ア 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目は合計８単位が必要ですが、体育学部で

の履修は合計１４単位となります。 

イ 教員免許状申請時においては『体育』の科目が合計８単位の履修となりますので、この単位

数を教育職員免許法施行規則第６６条の６の定める科目に２単位、大学が独自に設定する科
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【２０１９年度入学生】 

免許法の改正に伴い、２０１９年度入学生からは新しい免許法に定められた科目の履修となります。 

 

１．教員免許状取得に必要な科目と必要単位数 

教員免許状取得に必要な科目及び必要単位数は、教員免許状の種類ごとに免許法に定める科目

区分で次のように定められています。この科目区分ごとの必要単位数と基礎資格として学士の学

位を取得することで教員免許状の取得が可能となります。 

なおこの他に、中学校の教員免許状を取得する場合は「介護等体験」が必要です。 

［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める科目区分 
必要単位数 

中一種免（保健体育） 高一種免（保健体育） 

①教育職員免許法施行規則第６６条の

６に定める科目 
 ８単位  ８単位 

②教科及び教科の指導法に関する科目 ２８単位 ２４単位 

③教育の基礎的理解に関する科目等 ２７単位 ２３単位 

④大学が独自に設定する科目  ４単位 １２単位 

合計 ６７単位 ６７単位 

※免許法で定められた単位数であり、本学の体育学部が設定した単位数とは異なります。 

 

２．体育学部における開講科目 

体育学部では、免許法の定めに沿って科目を開講しています。教員免許状に必要な科目数は、

体育大学にふさわしい質の高い教員養成を行うため、免許法に定められた科目数以上に開講して

います。次の表（①～④）は教員免許状の取得のための必修・選択であり、卒業のための必修と

は異なりますので注意してください。 

 

①教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 ［2019 年度入学生］ 

教育職員免許法施行規則 

第６６条の６に定める科目 

体育学部開講科目（体育学部共通、中高共通） 

授業科目 
単位数 配当

年次 
備考 

必修 選択 

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２  １ 必修 

体育 ２ 

陸上競技Ⅰ ２  １ 必修 

器械運動Ⅰ ２  １ 必修 

水泳Ⅰ ２  １ 必修 

ダンスⅠＡ １  ２ 必修 

柔道ⅠＡ  １ ２ １種目 

必修 剣道ⅠＡ  １ ２ 

外国語コミュニケーション ２ 
英語ⅠＡ １  １ 必修 

英語ⅠＢ １  １ 必修 

情報機器の操作に関する科目 ２ 
情報処理実習Ⅰ １  １ 必修 

情報処理実習Ⅱ １  １ 必修 

合計 ８  １３ １  

ア 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目は合計８単位が必要ですが、体育学部で

の履修は合計１４単位となります。 

イ 教員免許状申請時においては『体育』の科目が合計８単位の履修となりますので、この単位

数を教育職員免許法施行規則第６６条の６の定める科目に２単位、大学が独自に設定する科
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目に６単位を振り分けます。 

ウ 『体育』の科目は、②教科に関する専門的事項に掲載の『体育実技』の各科目と一部同一か

つ体育学部での卒業必修科目になっていますので必ず履修してください。 

 

②教科及び教科の指導法に関する科目 ［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科 

開講科目（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 単位数 
配当
年次 

履修 
方法 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

体育実技 

陸上競技Ⅰ ２ １ 必修 

器械運動Ⅰ ２ １ 必修 

水泳Ⅰ ２ １ 必修 

ダンスⅠＡ  １ ２ 必修 

柔道ⅠＡ     １ ２ いずれか 

1 種目必修 剣道ⅠＡ     １ ２ 

バスケットボールⅠ １ ２ 必修 

バレーボールⅠ １ ２ 必修 

サッカーⅠ １ ２ 必修 

テニスⅠ １ ２ 必修 

「体育原理、体育心理学、体育経営

管理学、体育社会学、体育史」・運

動学（運動方法学を含む。） 

体育原論 ２ ３ 必修 

スポーツ心理学 ２ ２ 必修 

スポーツ社会学 ２ １ 必修 

スポーツ史 ２ ２ 必修 

運動学 ２ ２ 必修 

スポーツ測定評価 ２ １ 必修 

体力トレーニング論・同実習 ３ １ 必修 

生理学（運動生理学を含む。） 

スポーツ生理学Ⅰ ２ １ 必修 

バイオメカニクス ２ ２ 必修 

機能解剖学 ２ １ 必修 

衛生学・公衆衛生学 衛生学（公衆衛生学含む） ２ ３ 必修 

学校保健（小児保健、精神保健、学

校安全及び救急処置を含む。） 

学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全含む） 
２ ３ 必修 

救急処置Ⅰ ２ ３ 必修 

スポーツ医学 ２ ２ 必修 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用

を含む。） 

保健体育科教育法Ａ ２ ２ 必修 

保健体育科教育法Ｂ ２ ２ 必修 

保健体育科学習指導論 ※１ ２ ３ 必修 

体育実技指導法 ※２ ２ ４ 中免必修 

必要単位数  中一種免（２８単位） 

高一種免（２４単位） 

中一種免 （必修４８単位、選択必修１単位） 

高一種免 （必修４６単位、選択必修１単位） 

免許法で定められている必要単位数を超えて修得した単位数は、①の教育職員免許法施行規則第６６条

の６に定める科目、④の大学が独自に設定する科目に充当されます。 

ア ※１「保健体育科学習指導論」を履修するには、前提科目の履修が必要です。Ｐ40「８履修

上の注意」で確認してください。 

イ ※２「体育実技指導法」は授業科目として開講していませんが、関連科目の４年次配当の次
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の実技科目を履修することで読み替えられます。ただし、所属学科により履修可能な実技科

目が異なります。また、「ダンスⅡ」以外の実技科目は３年次までに各実技科目の前提科目「○

○Ⅰ：〇〇は実技名」を履修していないと「〇〇Ⅱ」の実技科目は履修できません。 

   〇スポーツ教育学科 

ダンスⅡ、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ、ハンドボールⅡ、 

ラグビーⅡ、レクリエーションⅡ 

〇健康・スポーツマネジメント学科 

ダンスⅡ、テニスⅡ、サッカーⅡ、バレーボールⅡ、バスケットボールⅡ、 

陸上競技Ⅱ、器械運動Ⅱ、水泳Ⅱ、柔道Ⅱ、剣道Ⅱ 

ウ 「体育実技指導法」は中一種免のみ必修ですが、高一種免の大学が独自に設定する科目の単

位として算入できます。 

 

③教育の基礎的理解に関する科目等 ［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める科目区分等 
スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科 

開講科目（中一種免・高一種免 共通） 

科目 
各科目に含めることが 

必要な事項 
授業科目 単位数 

開講

期間 

配当

年次 

履修 

方法 

教
育
の
基
礎
理
念
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育関する歴史及

び思想 
教育原理 ２ 半期 １ 必修 

教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。） 
教師論 ２ 半期 １ 必修 

教育に関する社会的、制度的又は経営

的事項（学校と地域との連携及び学校

安全への対応を含む。） 

教育行政 ２ 半期 ３ 必修 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及

び学習の課程 
教育心理学 ２ 半期 １ 必修 

特別の支援を必要とする幼児、児童

及び生徒に対する理解 
特別支援教育概論 ２ 半期 ２ 必修 

教育課程の意義及び編成の方法（カ

リキュラムマネジメントを含む。） 
教育課程編成論 ２ 半期 ２ 必修 

 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及 

 
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

道徳の理論及び指導法 道徳教育の理論と実践 ２ 半期 ２ 
中学

必修 

総合的な学習の時間の指導法 特別活動および総合的な

学習の時間の指導法 
２ 半期 ３ 必修 

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術（情報機器及び

教材の活用を含む。） 
教育方法論 ２ 半期 ３ 必修 

生徒指導の理論及び方法 

生徒・進路指導論 ２ 半期 ３ 必修 進路指導及びキャリア教育の理論及

び方法 

教育相談（カウンセリングに関する

基礎的な知識を含。）の理論及び方法 
教育カウンセリングⅠ ２ 半期 ３ 必修 

教
育
実
践
に 

関
す
る
科
目 

教育実習 教育実習Ⅰ ５ 半期 ４ 必修 

教職実践演習 教職実践演習（中・高） ２ 半期 ４ 必修 

必要単位数  中一種免（２７単位） 

        高一種免（２３単位 

中一種免 （必修２９単位） 

高一種免 （必修２７単位） 

 

 

目に６単位を振り分けます。 

ウ 『体育』の科目は、②教科に関する専門的事項に掲載の『体育実技』の各科目と一部同一か

つ体育学部での卒業必修科目になっていますので必ず履修してください。 

 

②教科及び教科の指導法に関する科目 ［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科 

開講科目（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 単位数 
配当
年次 

履修 
方法 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

体育実技 

陸上競技Ⅰ ２ １ 必修 

器械運動Ⅰ ２ １ 必修 

水泳Ⅰ ２ １ 必修 

ダンスⅠＡ  １ ２ 必修 

柔道ⅠＡ     １ ２ いずれか 

1 種目必修 剣道ⅠＡ     １ ２ 

バスケットボールⅠ １ ２ 必修 

バレーボールⅠ １ ２ 必修 

サッカーⅠ １ ２ 必修 

テニスⅠ １ ２ 必修 

「体育原理、体育心理学、体育経営

管理学、体育社会学、体育史」・運

動学（運動方法学を含む。） 

体育原論 ２ ３ 必修 

スポーツ心理学 ２ ２ 必修 

スポーツ社会学 ２ １ 必修 

スポーツ史 ２ ２ 必修 

運動学 ２ ２ 必修 

スポーツ測定評価 ２ １ 必修 

体力トレーニング論・同実習 ３ １ 必修 

生理学（運動生理学を含む。） 

スポーツ生理学Ⅰ ２ １ 必修 

バイオメカニクス ２ ２ 必修 

機能解剖学 ２ １ 必修 

衛生学・公衆衛生学 衛生学（公衆衛生学含む） ２ ３ 必修 

学校保健（小児保健、精神保健、学

校安全及び救急処置を含む。） 

学校保健（小児保健、精神保健、

学校安全含む） 
２ ３ 必修 

救急処置Ⅰ ２ ３ 必修 

スポーツ医学 ２ ２ 必修 

各教科の指導法（情報機器及び教材の活用

を含む。） 

保健体育科教育法Ａ ２ ２ 必修 

保健体育科教育法Ｂ ２ ２ 必修 

保健体育科学習指導論 ※１ ２ ３ 必修 

体育実技指導法 ※２ ２ ４ 中免必修 

必要単位数  中一種免（２８単位） 

高一種免（２４単位） 

中一種免 （必修４８単位、選択必修１単位） 

高一種免 （必修４６単位、選択必修１単位） 

免許法で定められている必要単位数を超えて修得した単位数は、①の教育職員免許法施行規則第６６条

の６に定める科目、④の大学が独自に設定する科目に充当されます。 

ア ※１「保健体育科学習指導論」を履修するには、前提科目の履修が必要です。Ｐ40「８履修

上の注意」で確認してください。 

イ ※２「体育実技指導法」は授業科目として開講していませんが、関連科目の４年次配当の次
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ア 「教育実習Ⅰ」を履修するためには、前提科目の履修が必要です。Ｐ40「８履修上の注意」

で確認してください。 

イ 教育実習は、中一種免と高一種免の両方取得希望する場合でも、いずれか一校種の実習とな

ります。ただし、３週間の実習が必要となります。 

ウ 高一種免のみ取得を希望する場合、「教育実習Ⅰ」（５単位）は免許取得に必要単位数としては

２単位超過しますが、この２単位は④の大学が独自に設定する科目の単位には充当されません。 

エ 「教職実践演習（中・高）」を履修するためには、１年次からの「学習点検シート」を提出し

ていることが必要です。また、この科目の履修は教育実習参加見込みの者だけです。 

 

④大学が独自に設定する科目 ［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科開講科目 

（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 
単位数 配当 

年次 
備考 

必修 選択 

大学が独自に設定する科目 

人権教育  ２ ４ 中・高免共通 

教育史  ２ ３ 中・高免共通 

道徳教育の理論と実践  ２ ２ 高免のみ 

必要単位数 

中一種免 （４単位） 

高一種免 （１２単位） 

開講しているのは「人権教育」と「教育史」の２科目４単位です。不

足する単位数は、②教科及び教科の指導法に関する科目、③教育の基

礎的理解に関する科目等で修得した単位のうち、免許法に定める必要

単位数を超えて修得した単位数を充当します。 

 

３．教育実習 ［2019 年度入学生］ 

 （１）教育実習の時期及び期間 

教育実習は、４年次に行います。教育実習期間は、中学校・高等学校とも３週間です。た

だし、実習校により期間が延長される場合があります。 

 （２）教育実習履修要件 

「教育実習Ⅰ」を履修するには、次の要件を全て満たす必要があります。 

＊３年次終了時までに、 

① 『教科及び教科の指導法に関する科目』の教科の専門的事項の講義科目を２０単位以上修

得していること。 

② 『教科及び教科の指導法に関する科目』の教科の専門的事項の実技科目を１０単位以上修

得していること。 

③ 『教科及び教科の指導法に関する科目』の各教科の指導法の講義科目及び『教育の基礎的

理解に関する科目等』のうち「教師論」「保健体育科教育法Ａ」「保健体育科教育法Ｂ」「保

健体育科学習指導論」を含めて２０単位以上修得していること。ただし、この２０単位

には「道徳教育の理論と実践」は含まれません。また、「保健体育科学習指導論」の履修

には前提科目があります。 

   ＊１年次から、 

④「学習点検シート」を毎年度提出していること。 

 

４．介護等体験 ［2019 年度入学生］ 

中学校の教員免許状を取得するためには、免許法で定められた科目の修得以外に教育職員免許

法の特例等に関する法律により、特別支援学校２日間、社会福祉施設５日間 計７日間の介護等体

験が必要です。 

体育学部では、３年次前期に「介護技術講義」を履修したうえで３年次後期に介護等体験を行

います。なお、「介護技術講義」の履修には前提科目がありますので、注意してください。 

特別支援学校は教育委員会が、社会福祉施設は社会福祉施設が管轄しており、体験場所・体験

時期については各機関から大学に配当されるので、個人が体験場所や時期を指定することはでき

ません。また、介護等体験には、別途費用がかかります。 
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５．教員免許状の申請 

教員免許状は、基礎資格（学士の学位を有すること＝大学を卒業する）を有し、教員免許状取

得に必要な全ての単位を修得した者が各都道府県教育委員会に申請をして教員免許状が授与され

ます。本学では、教員免許状申請要件を満たした者を一括して大阪府教育委員会に教員免許状の

授与申請を行ないます。（教員免許状は、都道府県教育委員会が授与するものであって、大学が

授与するものではありません。） 

教員免許状取得希望者は、４年次に開催する２回のガイダンス（７月・１０月）に必ず出席し

てください。ガイダンスの無断欠席や申請書類の提出遅れは認めませんので注意してください。 

※教員免許状一括申請に関する窓口は教職支援センターとなります。 

    

①申請方法（４年次） 

申請方法 対象者 

一括申請 
大学がまとめて大阪府教

育委員会に申請する 

次の要件を満たしていること 

・後期成績発表時に「卒業確定」となった者 

・教員免許状取得に必要な単位を全て修得した者 

個人申請 

卒業後に各自の居住地の

都道府県教育委員会に自

分で申請をする 

・一括申請の要件を満たさなかった者 

・編入生、科目等履修生 

 

②申請手続きの流れ（４年次） 

 内容 日程 

１ 
第１回目 

教員免許状一括申請ガイダンス 

７月上旬 

※詳細日程は行事予定表で確認してください。 

２ 
・申請書類の提出 

・申請費用の納入 
第１回ガイダンスで周知する 

３ 
第２回目 

教員免許状一括申請ガイダンス 

１０月中下旬 

※詳細日程は行事予定表で確認してください。 

４ 教員免許状一括申請者の確定 ２月中旬（後期成績発表日） 

５ 
大学より大阪府教育委員会に 

教員免許状授与申請 
２月下旬 

６ 一括申請取下げ者に申請料の返金 ２月下旬～３月上旬 

７ 教員免許状の発送 卒業式後に本人指定の住所宛に郵送 

 

 

 

ア 「教育実習Ⅰ」を履修するためには、前提科目の履修が必要です。詳細は、前掲 ８ 履修上

の注意（前提科目）Ｐ40を参照してください。 

イ 教育実習は、中一種免と高一種免の両方取得希望する場合でも、いずれか一校種の実習とな

ります。ただし、３週間の実習が必要となります。 

ウ 高一種免のみ取得を希望する場合、「教育実習Ⅰ」（５単位）は免許取得に必要単位数としては

２単位超過しますが、この２単位は④の大学が独自に設定する科目の単位には充当されません。 

エ 「教職実践演習（中・高）」を履修するためには、１年次からの「学習点検シート」を提出し

ていることが必要です。また、この科目の履修は教育実習参加見込みの者だけです。 

 

④大学が独自に設定する科目 ［2019 年度入学生］ 

免許法施行規則に定める 

科目区分 

スポーツ教育学科、健康・スポーツマネジメント学科開講科目 

（中一種免・高一種免 共通） 

授業科目 
単位数 配当 

年次 
備考 

必修 選択 

大学が独自に設定する科目 

人権教育  ２ ４ 中・高免共通 

教育史  ２ ３ 中・高免共通 

道徳教育の理論と実践  ２ ２ 高免のみ 

必要単位数 

中一種免 （４単位） 

高一種免 （１２単位） 

開講しているのは「人権教育」と「教育史」の２科目４単位です。不

足する単位数は、②教科及び教科の指導法に関する科目、③教育の基

礎的理解に関する科目等で修得した単位のうち、免許法に定める必要

単位数を超えて修得した単位数を充当します。 

 

３．教育実習 ［2019 年度入学生］ 

 （１）教育実習の時期及び期間 

教育実習は、４年次に行います。教育実習期間は、中学校・高等学校とも３週間です。た

だし、実習校により期間が延長される場合があります。 

 （２）教育実習履修要件 

「教育実習Ⅰ」を履修するには、次の要件を全て満たす必要があります。 

＊３年次終了時までに、 

① 『教科及び教科の指導法に関する科目』の教科の専門的事項の講義科目を２０単位以上修

得していること。 

② 『教科及び教科の指導法に関する科目』の教科の専門的事項の実技科目を１０単位以上修

得していること。 

③ 『教科及び教科の指導法に関する科目』の各教科の指導法の講義科目及び『教育の基 礎

的理解に関する科目等』のうち「教師論」「保健体育科教育法Ａ」「保健体育科教育法Ｂ」

「保健体育科学習指導論」を含めて２０単位以上修得していること。ただし、この２０

単位には「道徳教育の理論と実践」は含まれません。また、「保健体育科学習指導論」の

履修には前提科目があります。 

   ＊１年次から、 

④「学習点検シート」を毎年度提出していること。 

 

４．介護等体験 ［2019 年度入学生］ 

中学校の教員免許状を取得するためには、免許法で定められた科目の修得以外に教育職員免許

法の特例等に関する法律により、特別支援学校２日間、社会福祉施設５日間 計７日間の介護等体

験が必要です。 

体育学部では、３年次前期に「介護技術講義」を履修したうえで３年次後期に介護等体験を行

います。なお、「介護技術講義」の履修には前提科目がありますので、注意してください。 

特別支援学校は教育委員会が、社会福祉施設は社会福祉施設が管轄しており、体験場所・体験

時期については各機関から大学に配当されるので、個人が体験場所や時期を指定することはでき

ません。また、介護等体験には、別途費用がかかります。 
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